
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒

と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じるも

のをいう。（いじめ防止対策推進法第２条） 

三木町立氷上小学校いじめ防止基本方針 

平成２９年８月２５日改定 

はじめに 

   いじめは、児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な発達及びその人格形成に重大な悪影

響を及ぼすとともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのあるものである。 

   そこで本校では、国の「いじめ防止対策推進法」「香川県いじめ防止基本方針」「三木町いじめ防止基本方針」

を受け、「三木町立氷上小学校いじめ防止基本方針」を策定し、いじめ防止のための対策を推進する。 

いじめの定義 

  

 

 

 

 

１ いじめの防止等のための基本的な方針 

（１）いじめの未然防止 

       いじめは、全ての児童に関係する問題であることから、平素よりいじめを生まない土壌をつくることが

重要である。全ての児童が安心して学校生活を送り、自己効力感を感じながら様々な活動に進んで取り組

むことができるような授業づくり、集団づくり、学校づくりに努める。 

（２）いじめの早期発見 

       できるだけ早い段階でささいな兆候も見逃さないことが重要であり、教職員は児童のささいな変化に気

付く力を高めるとともに、いじめは気付きにくく判断しにくい形で行われる場合もあることを認識する。

いじめではないかという疑いを持って、児童が示す変化を見逃さないようにし、積極的にいじめを認知す

る。 

（３）いじめへの早期対応 

       迅速かつ丁寧な対応をすることが大切である。いじめを認知した場合には、いじめを受けた児童を守り

通すことを前提に、いじめを行った児童には、その行為に対して毅然とした指導を行う必要がある。教職

員全員の共通理解の下、保護者や関係機関の協力を得て、組織的な対応に努める。 

（４）重大事態への対応 

       重大事態が発生した場合には、ただちに町教育委員会に報告し、事実関係を明確にするための調査等、適

切に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に努める。 

    重大事態の定義 

 

 

 

 

（５）教職員の指導力の向上 

       すべての教職員の資質向上を図るため、校内研修を行う。 

（６）関係機関との連携 

       いじめに関係した児童やその保護者への支援や指導等が困難な場合には、関係機関（警察、児童相談所、

医療機関、法務局等）と適切に連携する。 

 

２ 本校におけるいじめ防止等のための組織 

（１）生徒指導委員会 

       毎月１回（月末または第４週の月曜日）、学級・学年での問題点や気になる児童の状況、月目標の定着状

況について話し合い、検討する。生徒指導委員会を実施した週の終礼で共通して指導する事項の周知と児

童の情報共有を行う。状況により保護者や関係機関との連携を図る。 

「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

認めるとき」（いじめ防止対策推進法第２８条第１項第１号に規定） 

「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている

疑いがあると認めるとき」（同項第２号に規定） 



（２）いじめ防止対策委員会 

     いじめを発見した場合には、いじめの実態を把握するためのアンケート調査や聞き取り調査等を行った

後、いじめ防止対策委員会を開き、対応策を検討する。児童の観察や校内巡視を通し、状況確認を継続し

て行い、変化があればすぐに報告し情報を共有し、どのような対応をしていくのか全教職員で共通理解す

る。 

３ 本校における取組 

（１）いじめの未然防止 

     ・学級経営…自尊感情、自己効力感の育成、学力の向上、社会性の育成等に重点を置き、支持的風土を基盤

にして学級力の向上を図り、加害者や傍観者を生まない集団作りに努める。 

     ・児童の観察と情報交換…学級担任を中心にしたチームで、気になる児童や支援を必要とする児童、保護

者にかかわり、「支援ファイル」等に記録し、ささいな変化を見逃さないように努める。 

     ・校内研修…児童理解研修において、不登校及び気になる児童や支援を必要とする児童の状況を全教職員

に周知し、支援の仕方を検討する。 

     ・教育相談…児童：「心の元気チェック」を年３回実施し、その結果に基づいて相談活動を行う。 

                 保護者：スクールカウンセラーが来校する日に教育相談日を設ける。 

     ・児童による主体的活動の実施…代表委員会で話し合った児童会テーマをもとに、各委員会が提案し、児

童が中心となって活動を展開していく。 

     ・インターネット等に対する対策…インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者に深刻

な傷を与えかねない行為であることを理解させる等、児童に対して情報モラルに関する指導を

行うとともに、インターネット等の適切な利用等について保護者への啓発を行う。 

（２）いじめの早期発見 

     ・実態把握…児童の日常的観察と情報交換に努めるとともに、いじめの実態を把握するためのアンケート

調査（ともだちアンケート）を年３回実施する。児童からの調査だけでなく、家庭や地域での

様子についても把握するために、児童と同様の内容のアンケートを保護者にも依頼する。 

                 また、アンケート結果をもとに学級全員の児童と個別に面談をし、記述した内容の確認をす

る機会を設ける。 

     ・情報の共有…いじめを発見したとき、生徒指導主事や管理職に情報がただちに入るような体制を作る。

アンケートや児童からの聞き取り調査を行い確認したことは、生徒指導委員会等で対応を検討

した後、全教職員で情報を共有し、共通理解する。 

（３）いじめへの早期対応 

     ・組織的対応…いじめ発見後には、いじめ防止対策委員会やサポートチーム（担当学年、少人数・専科担当

等）を立ち上げて、双方の児童から別々に聴取し、事実関係を確認する。周囲の児童からも聴

取し、事実関係を確認の上、対応方針を組織的に検討・決定する。 

また、特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込むことなく、速やかに情報を報告・共有す

ることで、学校の組織的な対応につなげる。 

     ・いじめを受けた児童への対応…児童の気持ちをしっかりと聴き、いじめられたつらさや悔しさを十分に

受け止める。安心して学校で過ごせるように配慮し、SC や必要なときには関係機関とも連携

して心理的ケアを十分に行えるようにする。 

     ・いじめた児童への指導…いじめという行為は、まちがっている、人として許されないことであると毅然

とした態度で指導する。その上で、児童の人格の成長を第一に考え、児童自身の課題を解決し

ていくための継続的な指導を行う。 

     ・保護者（被害・加害）との連携…家庭訪問、電話連絡等を通して、対応や指導経過の報告を行ったり、家

庭での様子を確認したりして、安心して相談できる信頼関係を築き、ともにいじめの解決にあ

たる。なお様々な機会を通して保護者への啓発を行っていく。（入学説明会・ホームページ 

        ・ＰＴＡ総会 等） 

     ・町教育委員会への報告…いじめの事実が判明した場合、町教委へ報告する。 



（４）重大事態への対応 

      いじめにより、生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、いじめにより相当の期間学

校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるような場合の重大事態を認知した際には、速やかに町

教育委員会に報告するとともに、事実関係を明確にするための調査を行う。調査は教育的配慮に基づき、

児童の人権や個人情報保護等に十分留意して行う。 

（５）再発防止 

     ・学級・学年全体への指導…いじめを許さない指導を徹底して行う。道徳や特別活動等での指導を核にし

て生命尊重について繰り返し指導を図ったり、いじめを自分の課題として捉えて、解決しよう

とする実践力を身につける人権教育の徹底を図ったりする。 

     ・教職員の研修…いじめ防止について現職教育に体験的・実践的研修を取り入れる。 

     ・学校評価…いじめの防止等についての適切な取組の実施状況を学校評価の項目に設ける。 

（６）いじめの解消 

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも以下の２つの要件が満たされている状態である。 

① いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること 

（相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする） 

② 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと 

    ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事案も勘案して判断するもの

とする。 

    また、上記のいじめが「解消している」状態は、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態

に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職員は、当該いじめの被

害児童及び加害児童については、日常的に注意深く観察するよう努める。                                                                                      

（７）関係する組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○三木町いじめ問題対策連絡協議会 

○三木町教育委員会（三木町いじめ対策委員会） 

○香川県教育センター 

○第三者委員会 

○高松東警察署、その他の関係機関 

いじめ防止対策委員会 

＜構成員＞ 

校長、教頭、指導教諭、教務、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、学級担任 等 

重大事態の発生 


